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議第82号

京都市市税条例の一部を改正する条例の制定について

　京都市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

平成24年５月14日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市市税条例の一部を改正する条例

　京都市市税条例の一部を次のように改正する。

　第28条第１項第１号中「，寡婦（寡夫）控除額」を削る。

　第28条の４に次の４項を加える。

５　第１項又は第３項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者

で，当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226条

第１項に規定する源泉徴収票について同法第228条の４第１項の規定の適

用を受けるものは，第１項又は第３項の規定にかかわらず，当該給与支払

報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項（第７項に

おいて「給与支払報告書記載事項」という。）を法第317条の６第５項各号

に掲げる方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。

６　第４項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で，

当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第226

条第３項に規定する源泉徴収票について同法第228条の４第１項の規定の

適用を受けるものは，第４項の規定にかかわらず，当該公的年金等支払報

告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項（次項において「公的

年金等支払報告書記載事項」という。）を法第317条の６第６項各号に掲げ

る方法のいずれかにより市長に提供しなければならない。

７　第１項，第３項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金

等支払報告書（以下この条において「報告書」という。）を提出すべき者
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（前２項の規定の適用を受ける者を除く。）が，市長の承認を受けた場合

又は第１項，第３項若しくは第４項の規定により提出すべき報告書の提出

期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前２項の規定に基づき

給与支払報告書記載事項若しくは公的年金等支払報告書記載事項（以下こ

の条において「記載事項」という。）を記録した光ディスク等（法第317条

の６第５項第２号に規定する光ディスク等をいう。以下この条において同

じ。）を提出した場合には，その者が提出すべき報告書の記載事項を記録

した光ディスク等の提出をもって当該報告書の提出に代えることができる。

８　第５項又は第６項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定

により行われた光ディスク等の提出については，第１項，第３項又は第４

項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして，第28条第２項，

この条第１項から第４項まで及び第32条の４第３項の規定を適用する。

　第32条の６第２項中「第48条の９の８から第48条の９の10まで」を「第48

条の９の９から第48条の９の11まで」に改める。

　第32条の８の２第１項中「第48条の９の11第３項各号」を「第48条の９の

12第３項各号」に改める。

　第32条の８の４第２項中「第48条の９の12」を「第48条の９の13」に改め

る。

　第37条の４第３項後段中「第48条の９の８から第48条の９の10まで」を

「第48条の９の９から第48条の９の11まで」に改める。

　附則第７条第１項中「，これらの規定に定める各年度分の固定資産税又

は都市計画税に限り」を削り，「定める額とする」を「規定するところによ

る」に改め，同項に後段として次のように加える。

　　この場合において，法附則第15条第２項第６号に規定する条例で定める

割合は，４分の３とする。

　附則第７条第２項中「定める額とする」を「規定するところによる」に改

める。
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　附則第27条を附則第28条とし，附則第26条の次に次の１条を加える。

（東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策

に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づく個人の市

民税の均等割の税率の特例）

第27条　平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り，

均等割の税率は，第25条の規定にかかわらず，同条に規定する額に500円

を加算した額とする。

附 則

（施行期日）

第１条　この条例は，平成26年１月１日から施行する。ただし，附則第７条

の改正規定，附則第27条を附則第28条とし，附則第26条の次に１条を加え

る改正規定及び附則第３条の規定は，公布の日から施行する。

（市民税に関する規定の適用区分）

第２条　この条例による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第28条第１項第１号の規定は，平成26年度分の個人の市民税の申

告から適用し，平成25年度分までの個人の市民税の申告については，なお

従前の例による。

２　改正後の条例第28条の４第５項から第８項までの規定は，平成26年１月

１日以後に提出すべき同条第７項に規定する報告書について適用する。

（その他の経過措置）

第３条　前条に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な経過措置は，

市長が定める。

提案理由

　東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策

に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の施行に伴い，平

成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に係る均等割の税率

を引き上げる等の必要があるので提案する。


